
第２０回大阪女子ジュニアユースサッカー大会要項 

１．目的     大阪府内における中学生・小学生年代の女子サッカーの技術向上と健全な心身 

の育成を図り、広く女子サッカーの普及と振興に寄与することを目的として(公財) 

日本サッカー協会の登録選手を対象とした単独チームならびに合同チームの大 

会として実施する。また、各チーム指導者・選手の審判技術の向上と指導の向 

上を目的とした研鑽の場とする。 

２．大会名称   第２０回大阪女子ジュニアユースサッカー大会 

３．主催     (一社)大阪府サッカー協会 

４．主管     (一社)大阪府サッカー協会女子委員会 

５．協力     （一社）大阪府サッカー協会女子委員会登録チーム 

６．日程     平成２５年８月１７日(土)・１８日(日)・３１日(土) 

７．会場     ８月１７日(土) Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺 Ｓ１１ 

          ８月１８日(日) Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺 Ｓ１１ 

          ８月３１日(土) Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺 Ｓ ８ 

８．参加資格   （１）チーム 

平成２５度(公財)日本サッカー協会に女子登録した単独チームあるいは 

合同チームであること。 

（２）選手 

本年度の学齢が中学３年生から小学５年生である（公財）日本サッカー協 

会に女子登録した選手であること。 

           （３）外国籍選手 

               5 名まで登録でき、1 試合 3 名まで出場できる。 

９．競技形式   ９チームを 3 ブロックに分けて予選リーグを行い、各ブロックの順位を決める。 

その後順位決定の決勝リーグとして各 3 チーム毎の 1 位リーグ、2 位リーグ、 

3 位リーグをおこなう。 

10．競技会規程  平成２５度の日本サッカー協会制定の競技規則による。但し、以下の項目に

ついては本大会規程を定める。 

（１）試合の時間 ５０分(前後半２５分)（インターバル５分） 

（２）リーグ戦の順位決定方法は、勝ち点合計の多いチームを上位とし決定

する。勝ち点は勝ち:3 点、引き分け：1 点、負け：０点とする。 

 但し、勝ち点合計が同じ場合は、以下の項目の順序で順位を決定する。 

 ①得失点差→②総得点→③当該チームの対戦成績→④抽選で決する。 

（３）大会申込した選手全員が各試合の登録選手となる。 

（４）交代については自由な交代とする。 

（５）本大会において退場を命じられた選手は次の 1 試合に出場できない。

それ以降の処置については（一社）大阪府サッカー協会女子委員会規

律・フェアプレー委員会あるいは大会運営委員会で協議し対処する。 

（６）本大会期間中、異なる試合で警告を 2 回受けた選手は、次の 1 試合に



出場できない。 

（７）テクニカルエリア 設置する。 

戦術的指示はテクニカルエリア内からその都度ただ 1 人の役員が伝える

ことが出来る。 

（８）アデｲショナルタイムの表示は実施しない。 

（９）装身具の着用は禁止する。また、ストッキングの上からのアンクルバン

ドや装身具を覆う異色のテープの使用は不可とする。 

11．審判及び記録  全て帯同審判員(主審、副審、4 審)で行う。但し２０１３度公認審判資格者と

する。記録についても担当チームが行う。 

12．大会参加申込  大会エントリー表を２０１３年８月２日（金）までに提出する。 

13．参加費用    １チーム ５,０００円とする。７月３１日（水）までに下記へ振込むこと。 

          （振込先） 

三菱東京ＵＦＪ銀行 玉出支店 （普通）０１１９７９７ 

                     一般社団法人 大阪府サッカー協会 女子委員会  

委員長 金坂 正廣 

 

※振込人の記入欄には、略称で結構ですので、必ずチーム名を記入し

てください。 「大阪Ｊｒユース・○○○○」 

14．表彰      優勝・準優勝には賞状と記念品を授与し、第３位に賞状を授与する。 

15．その他 （１）組合せについては、本年度全日本ユース（Ｕ－１５）サッカー選手権大会大阪府 

予選の結果等を考慮し、５月２７日（月）の女子委員会総会の後で抽選すること 

とする。 

（２）事故・ケガについては、全て参加チームで対処すること。 

           傷害保険にはチーム全員を参加チームの責任で必ず加入すること。 

（３）試合開始３０分前までにメンバー表を３部 本部に提出する。 

    選手証の提出については、各チーム最初の試合前（３０分前）に提示すること。 

両チームのユニフォームについては、事前に調整すること。 

        （４）大会規定に違反したりその他不都合な行為のあった時は、そのチームの出場を 

停止する。 

        （５）大会要項に規定されていない事項については、女子委員会において協議の上 

決定する。例えば雷等の急な天候の変化や事故発生時の場合など） 

16．問合せ先   （一社）大阪府サッカー協会女子委員会 

Ｕ－１５担当 北口伸夫まで        。 

         メール  北口伸夫 kitaguch@leto.eonet.ne.jp 

         電話・ＦＡＸ  ０７２－８４４－１１９６     携帯電話 ０９０－３０３０－０９４８ 

 

以上 


